
医療従事者の勤務環境改善の促進 

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法（平成26年10月1日施行）に基づき、 

医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環境改善マネジ

メントシステム）を創設。医療機関の自主的な取組を支援するガイドラインを国で策定。 

医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制（医療勤務環境改善支援センター）を各都道府県で 

整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。 

  医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組（現状分析、改善計画の策定等）を促進。 

勤務環境改善に取り組む医療機関 

取組の実施 

更なる改善 

定期的な評価 

 都道府県 医療勤務環境改善支援センター 
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勤務環境改善マネジメントシステム 

院内で、院長、
各部門責任者
やスタッフが 
集まり協議 

計画策定 

ガイドラインを参考に
改善計画を策定 

現状の分析 

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針（厚労省告示） 
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（厚労省研究班） 

「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例 
  多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進 
  医師事務作業補助者や看護補助者の配置 
  勤務シフトの工夫、休暇取得の促進  など 

「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例 
  院内保育所・休憩スペース等の整備 
  短時間正職員制度の導入 
  子育て中・介護中の者に対する残業の免除 
  暴力・ハラスメントへの組織的対応 
  医療スタッフのキャリア形成の支援  など 

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、 
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等 

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）と 
医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が 
連携して医療機関を支援 

センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体
（都道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、 
薬剤師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業
経営コンサルタント協会等）が連携して医療機関を支援 

課題の抽出 

改善計画の策定 
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１．目的 
病院又は診療所の管理者が、医療従事者その他の職員の協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進。 
→医療従事者の勤務環境改善その他の医療従事者の確保に資する措置の適切かつ有効な実施を図り、安全で質の高い医療の提供に資する。 

２．改善方針の表明 
管理者は、医療勤務環境改善を通じて医療従事者の確保・定着や 
患者の安全と健康の確保を図ること、医療勤務環境改善活動を組織
全体で実施すること等の改善方針を表明し、医療従事者等に周知。 

３．体制の整備 
管理者は、医療勤務環境改善マネジメントシステムの実施体制を 
整備するため、多様な部門及び職種により構成される協議組織の 
設置（安全衛生委員会等の既存組織の活用を含む。）等を実施。 

４．現状分析 
管理者は、手引書等を参考として、医療勤務環境に関する現状を 
定量的・定性的に把握し、客観的に分析。分析結果を踏まえ、病院
又は診療所全体の状況を勘案して優先的に実施する措置を決定。 

５．改善目標の設定 
管理者は、改善方針に基づき、現状分析の結果等を踏まえ、 
改善目標を設定し、可能な限り一定期間に達成すべき到達点を 
明らかにするとともに、改善目標を医療従事者等に周知。 

６．改善計画の作成 
管理者は、一定の期間に係る改善計画を作成。改善計画には、改善
目標達成のための具体的な実施事項、実施時期、実施の手順等を、
病院又は診療所の状況に応じて必要な次の事項について定める。 
 ■働き方の改善 ■医療従事者の健康の支援 
 ■働きやすさの確保のための環境の整備 ■働きがいの向上 

７．改善計画の実施 
管理者は、改善計画を適切かつ継続的に実施し、改善計画の内容 
及び進捗状況を医療従事者等に周知。進捗状況を踏まえ、必要が 
あると認めるときは、改善計画に定めた事項について修正。 

８．評価及び改善 
管理者は、あらかじめ評価の実施手順及び評価の実施者を定める。 
評価の実施者は、改善計画期間終了時に改善目標の達成状況及び 
改善計画の実施状況の評価を行い、その結果を管理者に報告。 
管理者は、次回の改善目標の設定及び改善計画の作成に当たって 
評価結果を反映する等の必要な改善を行う。 

９．医療勤務環境改善マネジメントシステムの見直し 
管理者は、評価・改善の結果を踏まえ、定期的に、改善方針見直し等の医療勤務環境改善マネジメントシステムの全般的な見直しを行う。 
10．医療従事者の参画 
管理者は、改善目標の設定、改善計画の作成、評価の実施、改善目標及び改善計画等の見直しに当たっては、協議組織の議を経るほか、 
あらかじめ医療従事者の意見を聴くこと等により、医療勤務環境改善マネジメントシステムの運用に係る医療従事者の参画を図る。 
11．都道府県による支援の活用等 
管理者は、医療従事者の勤務環境の改善に関する都道府県による支援を活用するとともに、手引書等を参考として、病院又は診療所の 
状況に応じた適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

■ 医療勤務環境改善マネジメントシステムの実施に関し、各段階で取り組むべき事項を示すもの。平成26年10月1日から適用。 

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針(平成26年厚生労働省告示第376号) 

指針の概要 

＜マネジメントシステム導入準備＞ 

＜マネジメントシステム導入準備＞ 

＜Plan＞ 

＜Plan＞ 

＜Plan＞ 

＜Do＞ 

＜Check ＆ Act＞ 
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＜手引き（改訂版）の構成＞ 
１．勤務環境改善マネジメントシステム導入のねらい・目的 
２．マネジメントシステム導入のフローと具体的な進め方 
３．マネジメントシステム導入に関する取組事例の紹介 
４．マネジメントシステム導入の支援ツールの使い方  

・推進体制整備シート ・現状分析シート 
・現状診断・対策立案シート 
・アクションプラン・シート ・ＰＤＣＡ運営シート 

５．「雇用の質」向上の取組メニュー 
  ・働き方・休み方改善 
  ・職員の健康支援 
  ・働きやすさ確保のための環境整備（ソフト面・ハード面） 
  ・働きがいの向上 
６．「雇用の質」向上の取組メニューの実施例 
７．その他の支援ツール 
  ・労務管理チェックリスト【すべての医療機関で実施】 
  ・勤務環境セルフチェックリスト(簡易版) 
８．参考情報 

医療分野の「雇用の質」向上のための 
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（改訂版） 

 
平成27年3月 医療分野の「雇用の質」向上マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究委員会 

■ 医療機関における勤務環境改善マネジメントシステム導入のための具体的な手引き。 

■ 改訂版では、「推進体制整備シート」「現状分析シート」を追加して支援ツールを充実し、各シート
を標準的に使用するものと位置づけ、各シートの使い方や取組メニューの記載の拡充などを実施。 

■「いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ」 http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ から、   
手引き（改訂版）の全文や各シートをダウンロード可能。 
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勤務環境改善マネジメントシステムとは？ 

■「医師、看護職、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を
定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境
を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者
の安全と健康の確保に資すること」を目的として、 

■ 各医療機関において、それぞれの実態に合った形で、自主的に行われる仕組み 

手引き（改訂版） 
P２～３ 
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手引き（改訂版）Ｐ３ 
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４つの領域における取組メニュー 

（１）働き方・休み方改善 
○労働時間管理： 時間外労働の削減、１回あたりの最長勤務時間の削減、休暇の取得促進、 

夜勤負担軽減策（夜勤明けの早帰り等）、勤務と勤務の間隔の確保 など 
○医師の負担軽減：多様な勤務形態(短時間勤務、交代制勤務、連続当直を行わない勤務シフト、主治医制見直し等)、 

給与・手当等の処遇改善、チーム医療の徹底（補助者の活用等）、他職種との連携・業務分担、 
その他の負担軽減（ＩＣＴ機器、医師の確保等）、地域医療連携（診療所との外来業務の分担等） 

○看護職・コメディカルの負担軽減： 
復職支援制度、雇用形態や勤務形態が選択可能な制度（働く時間の長さ、時間帯や曜日、働き方等が選べる）、 
健康・安全に配慮した夜勤・交代制シフト（仮眠時間の確保、夜勤回数の制限、夜勤専従者の雇用及び配慮等）、 
診療・薬剤・検査・事務部門等関連部門との連携、潜在看護職・コメディカルの把握・職場復帰支援 など 

 
（２）職員の健康支援 
○職員の生活習慣病対策： 健康診断の受診率向上等  ○メンタルヘルス対策： 相談窓口、復職支援プログラム等 
○作業環境対策： 腰痛対策、眼精疲労対策（健診、作業環境の管理等） ○有害化学物質対策、感染症対策 など 

（３）働きやすさ確保のための環境整備（ソフト面・ハード面） 
○仕事と子育て・介護との両立支援： 院内保育所や学童保育等の整備、休憩スペースの設置、情報共有システム導入、

保育・介護サービス利用料の補助、短時間正社員制度の導入 、 
育児・介護に係る休業・休暇制度の充実、男性職員の育児休業取得 など 

○職員の安全確保（暴言・暴力等への対策）： 警備員の配置、相談窓口の整備、対応マニュアルの整備 など 
○いじめ・ハラスメント対策： 相談窓口の整備、関連する研修の実施 
○職場の風土・環境の整備： 職員向け院内アメニティ（仮眠室、休憩室等）の整備 など 
○人材の定着化の視点： 定期面談等による職員の事情や希望の把握、職員の事情等を尊重した配置や業務面の配慮 

（４）働きがいの向上 
○専門職としてのキャリアアップ支援： 研修等への参加奨励、子育て等と両立しながらの勤務の継続に関する相談窓口

の設置 など 
○人事異動によるキャリアアップ： 法人内での人事ローテーション 
○休業後のキャリア形成： 産休・育休復帰後のキャリア形成、産休・育休中の職員の円滑な復職の支援 など 

手引き（改訂版） 
P５２～５７ 
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